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研究成果の概要（和文）：本研究は、公的年金制度における債務概念の検討のために、これまで私的年金制度を対象と
して1980年代以降、国内外の会計基準の著しい進展を参照しながら新たな債務概念を明確にして、会計フレームワーク
を構築することにあった。この目的のために、本研究は、まずは米国の公務員年金制度をめぐる会計基準に関する詳細
な研究をおこない、下記に述べるような成果をえた。

研究成果の概要（英文）：Referring particularly to the accounting standard for the U.S. state and local pen
sions, which is issued by GASB in 2013, this research illuminated how the new concept of benefit obligatio
ns for public pensions has been formulated.   The concept has been developed when the government issued th
e bonds in the public market, and the rating agencies valued the government, i.e. sponsoring entity which 
had the obligation to pay for pensioners.  Then the government has to disclose the real valuation of benef
it obligations in its Balance Sheet.   The development seems to responds to the development of accounting 
standard for corporate pensions.
 The research result is only the basic findingsto develop the formulation of the concept of benefit obliga
tions for public pensions.
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１．研究開始当初の背景 

本研究へのアプローチは２つの点に特徴

がある。ひとつは、公的年金における給付債

務概念という、これまで必ずしも明確に明ら

かにされてこなかった概念を明らかにする

ことにあった。公的年金の債務概念は、国と

政府との交換取引になじまない概念であり、

国家の財政からみてオフバランス問題とさ

れてきた。これは妥当か。もうひとつは、公

的年金の債務概念の検討にあたり、私的年金、

とりわけ企業年金制度における債務概念を

手がかりに接近することにあった。すでに私

的年金制度に係る債務概念は、国際財務報告

基準をはじめ米国、英国会計基準、そしてわ

が国の退職給付会計基準にみられるとおり、

国内外において明確な概念のもとに退職給

付会計のフレームワークが構築されてきた。

それは、労働の対価の見返りとして給付され

る、繰り越された「給与」に対する債務をど

のようにオンバランスするかという問題と

して、展開された。 

 そこでは、既発生の債務の全額をオンバラ

ンスされる債務として、一定の会計操作によ

って債務の遅延認識が行われてきたとはい

え、債務概念のオンバランスの方向は国内外

で明確にされてきた。 

 この債務概念を公的年金に導入するとす

れば、どのような背景のもとに考えられるか、

そして導入するとすれば、どのようなフレー

ムワークのもとに債務概念は形成されるの

か、それが本研究の開始当初の背景にあった。 

 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、すでに申請書にも記され

ているとおり、次の点におかれた。 

① 本研究は申請前の「企業年金会計の研

究」と「企業統治の会計学」の成果を

ふまえ、それを展開させ、いま国内外

の最大の問題のひとつである公的年金

制度に関する会計フレームワークの構

築の研究にあること 

② その際、もっとも重要な課題は、公的

年金給付をめぐる「債務性」をめぐる

理論、制度、そして国際比較からの接

近であり、その成果にもとづいて公的

年金給付債務の表示のあり方を、公的

年金資産の自主運用と関連づけて明ら

かにして、公的年金制度の会計フレー

ムワークを提示し、わが国の公的年金

制度への会計学からの貢献という観点

にたち、新たな側面からわが国の公的

年金制度の進むべき方向を明確にする

こと。 

 

３．研究の方法 

本研究は、すでに代表者が責任者としてま

とめた日本大学経済学部経済科学研究所プ

ロジェクト『わが国の公的年金制度へのマネ

ジメントからの接近』（平成17年度～18年度）

の成果をふまえて、それを会計学からの観点、

とりわけ未積立公的債務という問題に焦点

をあてて、国内外の文献ならびに報告書を中

心とした研究アプローチを採用している。そ

のために、とくに「公的年金制度の給付債務

性をめぐる会計問題」に関する理論と制度研

究が主題とされた。 

 また、この主題に密接に関連する問題とは

いえないとしても、上述した私的年金制度を

対象とする会計基準における給付債務の展

開に関する研究は、本研究テーマを押しすす

める上で重要であるので、併行させて最近の

国際財務報告基準（IFRS）の当該問題の研究

についても積極的に検討された。 

 

４．研究成果 

上記の研究背景、研究目的、研究方法にもと

づいて 3年間にわたる研究成果は、決して満

足できるものではなかった。上記の「３．研

究の方法」でも記したとおり、私的年金制度



に係る会計基準の動向については、不十分な

がら一定の成果をあげたといえるとしても、

肝心の研究テーマ「公的年金制度における会

計フレームワークの構築」については、当初、

予定して成果にまでいたらなかった。それで

も、つぎの点においては一定の意義があった

と考える。 

① 米国の公務員年金制度は、いうまでもな

く公的年金制度そのものではなく、また

私的年金制度とも異なる性格を有する

制度であるが、そこに主題である公的年

金制度の債務性の問題の萌芽が認めら

れるとして検討を行ったことである。こ

こで検討された知見は、本研究テーマの

基礎となるものである。 

② 米国の州、地方自治体の公務員に対する

給付債務は、それら自治体の貸借対照表

において明確なフレームワークのもと

にオンバランスされてこなかったが、

2013 年に米国の政府会計基準審議会

（GASB）から公表された会計基準によっ

て明確なフレームワークのもとに、オン

バランスへの途がひらかれた。これが公

的年金制度の債務性へのアプローチを

可能にさせるものと、推論される。 

③ ここでいう給付債務のオンバランスの

ためのフレームワークは、①債務の測定

については、それまでの pay-as-you-go

やその他の統一的でない債務計算を廃

して、ひとつの方法に限定したこと、②

年金資産サイドについても、現在、積み

立てられている資産、および将来の拠出

が、財政上、明確化された拠出予想額が

ともに、将来の債務の弁済をみたすもの

として同列にあつかわれている点で、依

然として大きな問題をのこしているが、

債務と資産の差額－未積立債務－に関

して、米国の州、自治体の貸借対照表に

オンバランスするためのフレームワー

クが提出された意義は大きいといえる。 

④ この研究成果から得たさらなる注目す

べき知見は、限定的とはいえ州、地方自

治体の公務員の債務のオンバランス化

を推し進めた要因として、州、自治体の

債券発行にともなう債務の弁済の可能

性にからめて年金債務の情報－年金債

務のオフバランス－が問題となった点

にある。 

 州とはいえ、債券発行に際しては民間企業

と同様に証券取引委員会（SEC）の監督下に

はいり、債券発行時に適切な財務の会計情報

を提供しているかどうか、その是非が問われ

たのである。こうした背景のもとでは、私も

公も同じ土俵のもとに、会計情報の提供が義

務づけられる。 

その上、オフバランスされている項目のう

ち、もっとも膨大な額であるのが年金債務で

あるとすれば、この会計基準が問題となるの

は当然であった。 

上記④の知見は、本研究テーマの主題である

公的年金の給付債務の方向に重要な示唆を

あたえている。これは推測の域をでないとは

いえ、一国の貸借対照表のなかに膨大な年金

債務がオフバランスされているとき、国債発

行をめぐる格付問題等を契機として、公的年

金制度の給付債務のオンバランス問題は、国

際的に焦点となる可能性があると思われる。 
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